
≪実施期間：令和元年度～３年度≫

※運動の目標に即した農業委員会への支援・協力・助言

「かけがえのない農地と担い手を守り、活かす『新・大阪農業リフレッシュ運動』」推進計画（イメージ図）

～「大阪型農地利用の最適化」に向けて～
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①活動計画作り

②「土地と人」の

現状把握

⑤活動の点検評価

（次期計画見直し）

③－１ 地域の話し合いへ

の参画（集落座談会等）

農 業 会 議 （ 助 言 ・ 協 力 ・ 支 援 ・ 共 催 ）

府、市町村、みどり公社、

ＪＡ、実行組合、

土地改良区等

関係者の出席依頼

③－２ 地域の農業者への制

度周知（改正生産緑地法、都市農地

の貸借の円滑化に関する法律）

◇農水省通知に基づく

活動計画の策定

◇「農地利用最適化

指針」策定

◇農業委員・推進委員が

活動を記録

◇「農空間保全委員会」等への参画

◇１０年先など地域農業の将来を見据えた

話し合いへの参画（人・農地プラン

検討、ほ場整備事業説明会など）

◇集落における農地利用の合意形成促進

≪市街化区域≫

◇都市農地保全に向けた法制度、税制改正

の情報提供活動

◇ＪＡと連携した特定生産緑地の指定促進

◇活動の点検・評価・公表

◇改善点を踏まえた次期活動計画の見直し

◇農業委員・推進委員の活動記録まとめ

◇総会等の適正な運営と審議結果の公表

（都市農地を守り、活かす取り組み）

◇農地中間管理機構と連携した遊休農地

に関する措置の実施

◇農地保全・利用に関する啓発活動の実施

◇実際の話し合いに基づく「人・農地プ

ラン」の作成・見直し等における農地

中間管理機構との連携強化

◇農家意向を踏まえた農地利用調整活動

の推進

◇農地転用許可制度の適正な実施

（担い手の確保・育成対策）

◇農業者からの経営相談と経営改善支援

（ＪＡ、農業会議等と連携し、販売対策、

税務、雇用等、経営課題に応じた研修

実施など）

◇新規参入への支援（新規就農者の受入

体制づくりなど）

◇農業者の社会保障（農年制度の周知）

（地域住民の農業理解促進）

◇市民農園、福祉農園（いきがい農園、

リハビリ農園等）などのＰＲ活動

◇学校教育田への協力

（政策提案・意見の提出）

◇農地利用最適化推進施策の意見提出

（都市農業振興基本計画策定、改正生産

緑地制度等）

（情報提供活動の強化）

◇全国農業新聞・図書の活用

◇農委だより、ＨＰ等による農委活動の

情報発信

◇農地パトロール（農地利用

状況調査）による地域の

農地利用の総点検

◇農業者の意向調査

（今後の農地利用、経営

など農地台帳に書き込み）

◇農地情報の適切な管理

（農地情報公開システムの

利用促進に向けた取組など）

④話し合いの結果

を踏まえた情報共

有と活動の実践

≪市街化調整区域≫
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「かけがえのない農地と担い手を守り、活かす

『新・大阪農業リフレッシュ運動 」推進計画』
－「大阪型農地利用の最適化」に向けて－

令和元年６月１９日

大 阪 府 農 業 会 議

Ⅰ 趣 旨
改正農業委員会法の施行から４年目を迎え、農業委員会組織は「農地利

用の最適化の推進（担い手への農地の利用集積、遊休農地の発生防止・解

消、新規参入の促進 」について具体的な成果をあげることを強く求めら）

れている。

本府においては、都市農業振興基本法を踏まえた「大阪型農地利用の最

適化」の推進を図るため、関係機関・団体の協力を得ながら、地域の農地

利用についての合意形成を進めることとしている。

市街化区域にあっては、改正生産緑地制度や税制上の措置について地域

の農業者への周知徹底を図り、都市農地の保全・有効利用の取り組みを進

めることが課題となっている。

また、市街化調整区域においては、農地利用の集積・集約化に向けた地

道な話し合いと農業生産基盤の整備等が課題となっている。

こうしたなか、大阪府農業委員会組織としては、関係機関・団体ととも

に、農地の保全と有効利用を図る活動を通じて、食料生産をはじめ防災や

良好な景観の形成、環境保全、農作業体験・交流の場の提供など都市農業

・農地の多様な機能を発揮させる取り組みを強化しなくてはならない。

以上のことを踏まえ、大阪府農業委員会系統組織では、これまで取り組

んできた組織運動を継承発展させ、大阪府農政の推進に呼応しつつ、全国

運動（ 第７次・農委組織活動改革プログラム ）を受けて「かけがえのな「 」

、 『 』」（ 、い農地と担い手を守り 活かす 新・大阪農業リフレッシュ運動 以下

「新・大阪農業リフレッシュ運動」という）を推進する。

Ⅱ 運動の項目
１ 活動計画の策定

２ 「土地と人」の現状把握

３－１ 地域の話し合いへの参画（集落座談会等）

３－２ 地域の農業者への制度周知

（改正生産緑地法、都市農地の貸借の円滑化に関する法律）

４ 話し合いの結果を踏まえた情報共有と活動の実践

５ 活動の点検評価（次期計画の見直し）
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Ⅲ 運動の主体
この運動は、大阪府内の実情に鑑み、府内市町村農業委員会、大阪府農

業会議が一体となって進める。その際、関係機関・団体との連携に努め

る。

Ⅳ 運動の期間
運動の期間は、令和元年度から３年度までの３カ年間とする。なお、農

業委員会組織をめぐる情勢の変化を踏まえて適宜、推進計画の見直しを

行う。

Ⅴ 運動の内容

１ 活動計画の策定

（１）農水省通知に基づく活動計画の策定

「農業委員会事務の実施状況等の公表について （平成28年3月4」

日付け27経営第2933号農林水産省農地政策課長通知）に基づき、

農業委員会ごとに当該年度の活動計画を策定する。その際、活動

目標と具体的な取り組み手法、実施時期、役割分担などに留意す

る。

（２ 「農地利用最適化指針」の策定）

改正農業委員会法第７条に基づく「農地等の利用の最適化の推進

に関する指針」については、新体制への移行が全委員会で完了し

たことを踏まえ、未策定委員会においては速やかに策定する。

（３）農業委員・推進委員の活動記録の推進

農業委員及び推進委員は、日々の活動記録を記帳整理し事務局へ

提出することを励行する。その際、全国農業図書の「農業委員会

活動記録セット」を活用する。

２ 「土地と人」の現況把握

（１）農地パトロール（利用状況調査）を通じた地域の農地利用の

総点検

各市町村農業委員会で独自に要領等を定めるなど、毎年一定の時

期（毎年８月頃）に「農地パトロール月間」を設定し、管内の全

ての農地について利用状況調査を行う。

とりわけ、農地法第３・４・５条許可案件、相続税納税猶予特例

農地、生産緑地、遊休農地等を重点対象とし、パンフレット、農

地転用許可済標識、ステッカー等を活用して地域の農地利用の総
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点検に取り組む。

（２）農業者の意向把握

農業者の意向把握は地域での話し合い活動の前提となる重要な取

り組みであるので、アンケートや戸別訪問などを通じて管内農業

者の今後の農地利用や経営意向を把握し、その結果を農地台帳に

反映させる。

（３）農地情報の適切な管理

平成２６年施行の改正農地法で定められた農地情報及び農地地図

のインターネット公表を円滑に実施できるよう、農地情報公開シ

ステムの利用促進に向けた取り組みを進める。

３－１ 地域の話し合いへの参画（集落座談会等）

（１ 「農空間保全委員会」への参画）

「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例」

に基づく「農空間保全委員会」に積極的に参画し、関係機関・団

体と協力して地域における農地利用の促進に向けた取り組みを行

う。

（２）１０年先など地域農業の将来を見据えた話し合いへの参画

①「人・農地プラン」等の地域の話し合いの場の情報共有

農業委員会事務局は、市町村部局から「人・農地プラン」等の

地域の話し合いの情報を収集し、農業委員及び推進委員に伝達

する。

②大阪府農と緑の総合事務所、市町村、ＪＡ、土地改良区等が

主催する様々な話し合いへの参画

農業委員会事務局は、関係機関・団体が行う事業実施関連の話

し合いについて情報を収集し、話し合いの場に農業委員と推進

委員が参画できるよう関係先と協議する。

◇農業委員・推進委員は地域における農地利用についての話し合

いを円滑に進めるため、集落座談会等を企画したり、積極的に

関与し 「地域の世話役」としてリーダー的な役割を担う。、

（３）集落における農地利用の合意形成促進

地区担当制に基づき、農業委員及び推進委員が主体となって、担

当集落での話し合い活動を積極的に行い、その経過と結果につい

て活動記録カードに記載する。こうしたことを積み重ねて 「人、
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・農地プラン」への位置付けをはじめとして、遊休農地解消策の

検討や、農地利用調整活動に役立てる。

３－２ 地域の農業者への制度周知（改正生産緑地法、都市農地の貸

借の円滑化に関する法律）

（１）都市農地保全に向けた法制度、税制改正の情報提供活動

改正生産緑地法及び「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」

等について、農業会議とともに研修会を開催するなど、地域の

農業者に対して周知徹底を図る。その際、ＪＡ及び市町村農政

・都市計画担当部局と連携した取り組みを進める。

（２）ＪＡと連携した「特定生産緑地」の指定促進

「特定生産緑地」の指定は、生産緑地所有者等の同意が前提と

なっていることから、ＪＡグループと連携して情報提供活動を

強化し、意向確認と指定意向のある所有者に対して早期の手続

きを働きかける。

４ 話し合いの結果を踏まえた情報共有と活動の実践

（１）都市農地を守り、活かす取り組み

①農地中間管理機構と連携した遊休農地に関する措置の実施

ア）利用意向調査結果を踏まえた農地中間管理機構への通知発出

の徹底

利用意向調査で農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表

明があった場合は、農地中間管理機構へその旨を通知する。

イ）農地中間管理機構と協議すべきことを勧告

前年に実施した利用意向調査で表明された遊休農地所有者の意

思がそのとおり実施されていない場合は、６カ月を待たずに現

地確認を行い、意思表明のとおり実施するよう指導する。

また、意思表明がなかった場合についても、６カ月を待たずに

対象者の戸別訪問などで意思を確認し、可能な限り農地中間管

理機構への貸付を誘導する。

②農地保全・利用に関する啓発活動の実施

様々な情報提供手法を用いて「農地は荒らさずに耕すもの」と

いう気運の醸成に努め 農地法に責務規定として明記された 農、 「

地の権利を有する者は、農業上の適正かつ効率的な利用を確保

しなければならない」ことの周知徹底を図る。

③実際の話し合いに基づく「人・農地プラン」の作成・見直し等
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における農地中間管理機構との連携強化

地域の農地利用や担い手のあり方の将来像の実現に向けて、中

心的な担い手へ農地を計画的に利用集積するため、農地中間管

理機構（大阪府みどり公社）との連携を強化する。

④農家意向を踏まえた農地利用調整活動の推進

地域（集落）の話し合い活動もしくは個別に農家から農業委員

会に対し農地のあっせん等の意向を踏まえた農地利用調整活動

を行う。

⑤都市農地保全のための農地転用許可制度等の適正な実施

近年、農業委員会の転用事案等において不適切な案件が発生し

ていることから、改めて農業委員会活動の原点に立ち返り公平

・公明・公正な農業委員会業務の執行に努める。

（２）担い手の確保・育成対策

①農業者からの経営相談と経営改善支援

ＪＡ、農業会議等と連携し、販売対策、税務、雇用等といった経

営課題に応じた研修会を実施するなど、地域の農業者の経営改善

支援に取り組む。

②新規参入への支援

市町村部局やＪＡ等、関係機関・団体と連携し、就農希望者から

の相談対応を行うとともに、地域において新規就農者の受入体制

づくりに努める。

③農業者の社会保障

農業者の老後生活の安定と円滑な経営継承のため農業者年金制度

の周知と加入推進に取り組む。

（３）地域住民の農業理解促進

①都市農業・農地の果たす機能についての府民理解の促進

市民農園 体験農園 防災協力農地登録制度 福祉目的の農園 い、 、 、 （

、 ） 、きがい農園 リハビリ農園 などを通じて大阪農業のＰＲに努め

都市における高温地域の発生（ヒートアイランド）現象の緩和な

ど、都市農業・農地の果たす多様な機能についての府民理解を促

進する。

②食農教育等の推進

「 」 、コメを中心とした 日本型食生活 を地域で普及促進するために

教育委員会、幼稚園や保育園、小中学校等の関係者と連携した食
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育や食農教育の取り組みを進める。

（４）政策提案・意見の提出

①農地利用最適化推進施策に関する意見の提出

改正農業委員会法第３８条を踏まえ、地域での話し合い等において

把握した地域の農業者の声を積み上げて、市町村長等へ意見を提出

する。その際、都市農業振興基本法に基づく地方計画策定や改正生

産緑地法を踏まえた面積要件緩和条例の制定、生産緑地制度の新規

導入が行われるよう要請する。

（５）情報提供活動の強化

①「全国農業新聞 「全国農業図書」の活用」

組織紙である「全国農業新聞」と「全国農業図書」を活用した情報

提供活動を強化する。とくに全国農業新聞については、委員皆購読

を徹底し、その上で年来の全国農業委員会会長大会等の決議事項で

ある「委員１人２部以上の新規申し込みの確保と委員数対比５倍以

上の部数達成」の実現に努める。

②農業委員会活動の対外的な情報発信

地域農業の活性化に向けた農業委員会活動の充実を図り、対外的な

・情報発信を強化することで、活動が「目に見えにくい」等の外PR
部からの批判を打ち消し、社会的評価を高める。

５ 活動の点検評価（次期活動計画の見直し）

（１）農業委員会活動の点検・評価・公表

、 （ ） （ ） （ ）農業委員会活動は Plan 計画 → Do 実行 → Check 評価

→ Act（改善）を基本に、計画（目標）に対する達成状況を点検

・公表を行い、改善点は共通認識として次年度の活動計画に反映

させる。とりわけ、農地利用の最適化推進に向けた取り組みは毎

年継続して行うものであるため、農業委員及び推進委員の活動記

録のとりまとめ結果を踏まえた上で、PDCAサイクルで蓄積した改

善点などを積み上げて、効果的な取り組み手法を確立する。

（２）総会等における農地法等の審議結果の公表

農業委員会の総会等における農地法等の公正・公平、透明性をも

った審議と議事録の作成・縦覧を進めるとともに、ホームページ

等による公表を行う。


